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 総務企画局では、令和３年５月に改正された個人情報の保護に関する法律（以下「改正

法」という。）の施行に伴う対応について検討を進めており、改正法の施行に必要な事項を

定める「（仮称）福岡市個人情報の保護に関する法律施行条例」に規定する事項の案をとり

まとめた。 

 このたび、パブリック・コメント手続を実施するため、検討の背景、条例に規定する事

項（案）の内容をあらかじめ報告するもの。 

 

○ 福岡市においては、平成３年に福岡市個人情報保護条例（以下「現行条例」という。）

を制定した後、適宜必要な改正を行いながら、市民の個人情報の保護に努めてきた。 

○ 今般、社会全体のデジタル化に対応した個人情報の保護とデータ流通の両立や、個

人情報の保護に関する国際的な制度調和の観点から、国において個人情報保護制度の

見直しが行われ、地方公共団体についても、これまで制度を定めていたそれぞれの条

例に代わって、令和５年４月からは、改正法の全国的な共通ルールが直接適用される

こととなった。 

○ これに伴い、福岡市においても改正法の施行までの間に、その施行に必要なものと

して、 

・ 条例で必ず定める必要があるとされている規定

・ 改正法の特例として条例で定めることができるとされている規定

を整備する必要があるため、福岡市個人情報保護審議会（以下「審議会」という。）の

答申を踏まえながら、条例に規定する事項（案）を整理した。 

１ 背景等 

１「（仮称）福岡市個人情報の保護に関する法律施行条例」の検討について 
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① 保有個人情報の開示請求における手数料

改正法では、開示請求者は、条例で定める額の手数料を納めなければならないと

規定しているが、条例で定めるところにより、手数料を徴収しないことや、手数料

とは別にコピー代等の実費について徴収することも可能とされている。 

 現行条例及び福岡市情報公開条例（以下「情報公開条例」という。）では、開示請

求について手数料は徴収しておらず、写しの交付による開示の場合に、写しの作成

に要する費用（白黒コピー１枚 10 円など）や送付に要する費用（郵送料）を徴収し

ていることから、施行条例では、現行条例及び情報公開条例と同様に、写しの作成

及び送付に要する費用を徴収する規定を置く。 

② 行政機関等匿名加工情報の利用契約における手数料

行政機関等匿名加工情報の提供制度は、改正法により新たに都道府県と政令指定

都市に導入が義務付けられる制度であり、匿名加工情報の利用に関する契約を締結

する者は、条例で定める額の手数料を納めなければならないとされている。 

 この手数料の額は、政令に定める国の行政機関における額を標準とすることとさ

れていることから、施行条例では、政令に定める標準額と同額の規定を置く。 

≪政令に定める標準額≫ 

ａ．受付や審査事務等 21,000 円 

ｂ．職員が匿名加工情報の作成を行う場合 3,950 円／時間 

ｃ．匿名加工情報の作成を委託する場合 委託費用の全額 

【行政機関等匿名加工情報の提供制度】 

 個人情報を特定の個人が識別できないように加工し、かつ、再度復元できないようにする行政

機関等匿名加工情報について、民間事業者等からの提案を募集し、審査を行った上で、作成して

提供する制度。 

２ 「（仮称）福岡市個人情報の保護に関する法律施行条例」（以下「施行条例」という。）

に規定する事項（案） 

(1) 条例で必ず定める必要があるとされている規定
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① 開示請求における不開示情報の範囲

改正法では、保有個人情報の開示請求で不開示となる情報を具体的に列挙した上

で、各地方公共団体の情報公開条例との整合性から、条例で定めるところにより、

不開示情報を除外したり、加えたりすることも可能とされている。 

・施行条例では、現行条例及び情報公開条例で開示している「公務員等の氏名」に

ついて、不開示情報から除外する規定を置く。

・施行条例では、現行条例及び情報公開条例で不開示としている「人の生命等の保

護に支障を及ぼすおそれのある情報」について、不開示情報に加える規定を置く。 

≪不開示情報の範囲のイメージ≫ 

改正法の不開示情報から除外する規定 改正法の不開示情報に加える規定 

② 開示請求等の手続

改正法では、保有個人情報の開示請求、訂正請求、利用停止請求の決定期限を、

請求があった日から 30 日（延長後 60 日）としているが、条例で定めるところによ

り、開示決定等の期限を改正法の規定よりも短くすることも可能とされている。 

 現行条例及び情報公開条例では、開示請求の決定期限を請求があった日の翌日か

ら起算して７営業日（延長後 20 営業日）とするなど、改正法よりも短い期限を定め

ていることから、施行条例では、いずれも現行条例と同等の期限となるよう規定を

置く。 

≪開示・訂正・利用停止決定の期限≫ 

開示決定 訂正決定 利用停止決定 

【現行条例】 

・期 限：７営業日

・延長後：20 営業日

【改 正 法】 

・期 限：30日

・延長後：60日

【現行条例】 

・期 限：20 営業日

・延長後：40 営業日

【改 正 法】 

・期 限：30日

・延長後：60日

【現行条例】 

・期 限：20 営業日

・延長後：40 営業日

【改 正 法】 

・期 限：30日

・延長後：60日

【不開示情報：個人に関する情報】 

【法で開示】 

・公務員等の職名

・職務遂行の内容

【条例で開示】 

・公務員等

の氏名

【法で不開示】 

・犯罪の予防、鎮圧

又は捜査その他の公

共の安全と秩序の維

持に支障を及ぼすお

それがある情報 

【条例で不開示】 

・人の生命、身体、

健康、生活若しくは

財産又は環境の保

護に支障を及ぼす

おそれがある情報 

(2) 条例で定めることができるとされている規定
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③ 審査請求の手続

改正法では、開示決定等に対して審査請求があった場合の、行政不服審査法に基

づく諮問や調査手続について規定しているが、条例で必要な手続を定めることも可

能とされている。 

 施行条例では、現行条例と同様に、審議会への諮問の期限や開示請求等に特有の

調査権限についての規定を置く。 

④ 審議会への諮問

改正法では、条例で定めるところにより、個人情報の適正な取扱いを確保するた

め専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会

等の機関に諮問することができると規定されている。 

 施行条例では、改正法の趣旨を踏まえて、現行条例で制度の運用に関する重要事

項として諮問している条例の改廃や特定個人情報保護評価について、審議会に諮問

することができるよう規定を置くとともに、委員の人数など審議会の組織や運営に

関する規定を置く。 

 

○ パブリック・コメント手続：令和４年 12 月下旬～令和５年１月中旬（予定）

○ 条例の提案：令和５年第１回定例会（予定）

○ 条例の施行：令和５年４月１日（予定）

 

○ 個人情報保護法の改正に伴う福岡市の個人情報保護制度における対応について（答

申概要） 

○ 個人情報保護法の改正に伴う福岡市の個人情報保護制度における対応について（答

申） 

３ 今後のスケジュール 

４ 別添資料 
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福岡市ＤＸ戦略（仮称）

第９次福岡市基本計画
都市像の実現に向けた方向性を示した⾧期計画

第３次実施計画（政策推進プラン）
基本計画を推進するにあたって、具体的な事業を示した

中期計画

行政運営プラン
より効果的・効率的な行政運営の

実現に向けた指針

財政運営プラン
財政運営の基本的な
考え方を示す指針

情報化政策の個別の計画等で推進

基本構想
福岡市が⾧期的に目指す４つの都市像

＜総合計画の体系＞

具
体
化

２ 福岡市データ活用推進計画の改定について(福岡市 DX戦略(仮称)素案） 
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３ 次期基本計画の策定に向けた検討等について 
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